
118-1 
 

 
検査工場以外からの検査申し込みに関する取扱い要領    
   
     

                                     平 成  9年  4月  8日 改   正  
                                平 成 1 2年  2月  8日 改   正  

平 成 1 5年  3月 3 1日 改   正  
平 成 2 1年  4月  1日 改   正  
令 和  2年  9月 1 5日 一 部 改 正  

 
 

（目 的）  
第 1条 この要領は、検査工場以外の申込者 (以下、「申込者」と

いう｡ )からの検査申し込みについて必要な事項を定める事を

目的とする。  
     
(適用範囲 )  
第 2条 本要領に基づく検査の適用範囲は、申込者からの検査申

し込みにより検査を行う場合とする。  
 2 検査工場からの申し込みであっても次の各号に該当する場

合は、本要領により検査を行う。  
  (1) 当該検査工場が提出した「受託工場届」に記載のない検

査工場で検査を行う場合  
  (2)   本協会が承認した登録水道用品以外の製品の検査を行う  

場合  
   (3) 検査工場以外の工場で検査を行う場合  
 
(検査の申込み )  
第 3条 申込者は、「検査工場外検査申込書 (様式 1)」に水道事業者

等の納入仕様書、製造設備及び検査設備一覧、検査場所在地

図を添えて検査部長に申し込みをしなければならない。  
     添付書類は、申し込みの都度、各 2部作成し提出すること。

  
(受 付 )                                             
第 4条 検査部長は、申込者から検査の申込みがあったときは、

添付書類及び次の各号の要件について確認し、不備がないと
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きは受付けるものとする。  
  (1) 申込水道用品の性能及び品質の検査基準が、日本工業規

格、日本水道協会規格を満たしているか、若しくはこれと

同等以上の基準と認められること。  
  (2)   申込水道用品を製造できる設備及び検査に必要な検査設

備を有していること｡  
  
(受付場所 )  
第 5条    申し込みの受付は、検査部検査課、大阪支所検査課及び  

所管の検査事業所とする。  
 
(検査担当 )  
第 6条 検査は、申込者の検査場所を所管する検査事業所が行う  

ものとする。  
 
(検 査 )  
第 7条 検査は、「日本水道協会水道用品検査規程」第 2条の基準

に基づき、「日本水道協会水道用品検査通則」及び「検査施行

要項」による。  
 
(検査日報 )  
第 8条 検査日報の記載は、「日本水道協会検査関係諸様式に関す

る要綱」 (以下、「諸様式要綱」という。 )による他、次のとお

りする。  
  (1) ｢検査工場外検査申込書 (様式 1)」の申込者の所在と検査

場所が同一の場合は、検査日報の検査申込者欄へ申込者名

を記入し、委託工場名欄は記入しない。  
  (2) ｢検査工場外検査申込書 (様式 1)」の申込者と検査を実施

した工場が異なる場合は、申込者名を検査日報の委託工場

名欄へ記入し、検査を実施した工場の社名及び工場名を申

込者欄へ記入する。  
    また、この場合は、申込者名を検査日報の備考欄にも明

記する。  
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(品質適合証明書 )  
第 9条 品質適合証明書は、諸様式要綱に基づき、検査を実施  

した工場に対し発行する。  
ただし、当該要綱の第 4条の電算処理は適用しない。  

 
(受検証明書 )  
第 10条 受検証明書の発行者は申込者とし、受検証明書は、諸様  

式要綱に基づき発行する他、次による。  
    (1 ) 申込者の所在と検査場所が異なる場合、備考欄に検査を  

実施した工場の社名及び工場名を明記すること。  
   (2 )   受検証明書の備考欄等には、本協会発行の品質適合証明  

書に記載された発行番号を明記すること。  
    (3 )   受検証明書を発行した場合は、速やかに、検査部長へそ

の写しを提出すること。  
 
(苦情処理 )  
第 11条   申込者は、納入先から検査合格品について、苦情の報告

があった場合は、文書をもって速やかに検査部長へ報告する

こと。  
2    検査部長は、申込者が製造した検査合格品の納入先から苦  
情報告があった場合は、申込者に対して速やかに通知する。  

 3    申込者は、原因の調査結果及びその具体策を速やかに検査  
部長へ報告すること。  

なお、検査部長は、その報告に対して必要と判断した場合  
は、申込者に対して是正処置及び予防処置を要求する。  

 4 申込者は、納入先に対し原因とその対応について、誠意を  
もって説明し理解を得ること。  

また、その結果を検査部長へ報告すること。  
 
(検査受付の拒否 )  
第 12条 検査部長は、申込者が次の各号の一に該当する事由が生

じた場合は、 6か月から最大 5年間、検査の受付を拒否するこ

とができる。  
    (1 ) 様式 1の (12)の遵守事項を履行しなかったとき  
  (2 )   第 10条の受検証明書に関する事項について履行を怠っ  
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たとき  
  (3 )   前条の苦情処理の履行を怠ったとき  
    (4 )   不正な手段により製品に検査証印を表示し出荷したとき  
    (5 )   未検査品、不合格品等に対し品質適合証明書及び受検証

明書を不正に発行したとき  
    (6 )   検査手数料、その他本協会に納付すべき金額を滞納した

とき  
    (7 )   その他本協会の信用を著しく毀損する行為があったとき  
 2    検査部長は、前項の規定に基づき、検査の受付を拒否する  

ときは、当該申込者へ速やかに通知する。  
 
(異議申立 )  
第 13条 前条第 2項の通知を受けた申込者は、検査部長に対し、

通知日から起算して 10日以内に限り、証拠を添えて異議申立

ができる。  
2     検査部長は、第 1項の異議申立を受理したときは、当該申  

立ての適否について検査施行要項等専門委員会に諮らなけ

ればならない。  
 
(手数料 )  
第 14条 申込者は、検査にかかる次の諸費用を本協会に支払うも

のとする。  
     なお、諸費用は、申込者から検査場所として依頼を受けた

検査工場が負担して納入することができる。  
   (1 )   受付手数料 申込一件につき 5 ,000円 (ただし、原則とし

て申込書一通に一納入先のみ記載する 

なお、申込書に複数の納入先が記載され

ている場合は、その納入先の件数を乗ず

る。 )  
  (2 )   検査手数料   本協会の「日本水道協会水道用品検査手数

料に関する規則」による。  
  (3 )   検査旅費     本協会の旅費規程及び検査旅費要綱によ  

る。  
  2  前項の手数料の納入額は、手数料額と当該金額に消費税

法 (昭和 63年法律第 108号 )第 29条に規定する税率 (以下  
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「消費税率」という。 )を乗じて得た額 (以下「消費税相当  
額」という。 )及び当該消費税相当額に地方税法 (昭和 25年
法律第 226号 )第 72条の 83に規定する税率 (以下「地方消費税

率」という。 )を乗じて得た額の合計額とする。  
     この場合において 1円未満の端数が生じたときは、これを

切り捨てるものとする。  
  3   前項の納入額は、消費税率及び地方消費税率の改正が  

あった場合は施行の日から適用する。  
  4     検査にかかる諸費用を、本協会の請求書を受け取った

日から原則として 30日以内に支払うものとする。  
 
(検査手数料の算定方法 )  
第 15条 申込者から検査場所として依頼を受けた検査工場が支

払う場合は、当該工場の検査分と申込者分を区分して前条

に基づき算定する。  
ただし、第 2条 2項の (1 )及び (2 )については、当該検査工

場分として算定する。  
 
(その他 )  
第 16条 この要領の施行について疑義が生じたときは、検査部長

の指示による。  
2   本協会が検査を実施するに当たって、指定感染症や自然  

災害等により実施困難な状況が発生した場合は別に定める。  
 
 

付則  

   1．この取扱い要領は、平成 9年 5月 1日から施行する。  

   2．この要領を大阪支所に適用する場合、条文中「検査部

長」は大阪支所長と読み替えるものとする。  

付則  

   1．この取扱い要領は、平成 12年  4月  1日から施行する。  

付則  
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   1．この取扱い要領は、平成 15年  4月  1日から施行する。  

付則  

1 .この取扱い要領は、平成 21年  4月  1日から施行する。  

付則  

1 .この取扱い要領は、令和  2 年  9 月 15 日から施行する。  
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(様式１）  
                               

年  月   日  
日本水道協会検査部長 様  
 
 

                  申込者名              印  
 

 
検査工場外検査申込書 

 
   

下記の水道用品について検査を申し込みます。  
 
 

記  
 
1．品      名 (参考：検査申込数量明細による）  
 
2．呼び径及び数量 (参考：検査申込数量明細による）  
 
3．納   入   先  
 
4．検査基準  [規格番号    ]  仕様書  
 
 
 
5．検査希望月日  
 
6．担 当 者 連 絡 先       (申込者及び検査実施工場 )  
  (社名・所属部課、氏名、電話番号、 FAX)  
 
7．検査場所及び連絡先 (検査日報及び品質適合証明書の検査申込者名

欄に記載する社名 )  
 (社名・工場名、所在地、電話番号、 FAX)  
 
8．品質適合証明書の備考欄に記載する申込者名及び受検証明書記載

の発行者名  
 
9 .検査手数料支払会社名  
    
10 .添付書類   納入仕様書 (図面を含む )、製造設備及び検査設備一覧  
      検査場所所在地図  
 
11 .表示略号   申込者の登録商標又は工場略号  
             申込者と検査場所が異なる場合は、検査場所の工場略

号  
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                                                (様式１－１）  
12．遵守事項  
 この度、「検査工場外検査申込書」を提出するにあたり、「検査工場
以外からの検査申し込みに関する取扱い要領」に規定する下記の事項
について、遵守いたします｡  
 
 

記  
 
 
 (1)  申込水道用品の性能及び品質の検査基準が、日本産業規格、日

本水道協会規格を満たしているか、若しくはこれと同等以上と基
準を認められること。  

 (2)  申込水道用品を製造できる設備及び検査に必要な検査設備を有
していること。  

 (3)  受検証明書の発行者は申込者とし、受検証明書は、｢日本水道協
会検査関係諸様式に関する要綱｣に基づき発行すること。  

   なお、申込者の所在と検査場所が異なる場合、備考欄に検査を
実施した工場の社名及び工場名を明記すること。  また、本協会
発行の品質適合証明書に記載された発行番号を備考欄等に明記す
ること。  

 (4 )  受検証明書を発行した場合は、速やかに検査部長へその写しを  
提出すること。  

  (5 )  納入先から検査合格品について、苦情の報告があった場合は、
文書をもって速やかに検査部長に報告すること。  

  (6 )  苦情を受けた製品の原因調査を実施し、その結果と是正処置及
び予防処置について速やかに報告すると共に納入先へ誠意をもっ
て説明し理解を得ること。  

また、その結果を検査部長に報告すること。  
 (7)  検査にかかる諸費用を、本協会の請求書を受け取った日から原

則として 30日以内に支払うこと。  
 (8)  その他、疑義が生じた場合は、検査部長の指示を受けること。  
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 (参考 )  
                                              （様式２）  

検  査  申  込  数  量  明  細  

品  名  呼  び  径  単  位  質  量  
検 査  数  量  

備   考  
員 数  質 量  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

合        計     

 
注 )１個の場合であっても、記入して下さい。  

なお、この明細書によらない場合は代わるものを添付して下さ
い。  


